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午前10時05分開会 

○森戸座長 小金井市議会基本条例策定代表者会

議、第20回目を開催いたします。 

 まず、素案のたたき台についてでありますが、

前回お持ち帰りいただいております、一つは文書

質問制度について、まずご協議をお願いしたいと

思います。皆さんの方から意見を頂いております

ので、それぞれの意見表明をお願いいたします。 

 まず、自民党からお願いします。 

○中山議員 合意できないという結論に至りまし

た。従来からの会派意見には変わりありません。

また、小金井市議会では文書質問制度を設けなく

ても、きちんと議会の中で質問できる機会、それ

から答弁を頂ける保障がされているということを

主張いたしておきます。 

○森戸座長 続きまして、共産党。 

○水上議員 ここに書いているとおりなんですが、

発言による質疑が基本だということで、この間の

議論でも、質疑の機会がない場合に文書質問も考

えられるということを考えると、基本的に全議員

に質問の機会が一定保障されているということを

考えると、現在においては必要ないのではないか

と考えます。 

○森戸座長 次に、公明党。 

○渡辺（ふ）議員 こちらに記入してあるとおり

なんですけれども、文書質問は比較的大規模な定

数、特に50名以上などの議会で、個々の議員の発

言の機会が十分とれない場合に用いられているも

のと考えております。小金井市議会の場合は、各

定例会の一般質問で答弁を含めて１時間の枠が確
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保されているほか、８人で構成されている各常任

委員会でも十分発言の機会が与えられていると思

います。制度上、条件次第では委員外議員の発言

も認められております。また、閉会中にも、ほぼ

間違いなく常任委員会や特別委員会が開催されて

おり、会派内で連携をとれば、議員の意見を表現

する場は確保されているはずであります。したが

って、文書質問は不要と考えます。 

○森戸座長 民主党、お願いします。 

○鈴木議員 集約シートに書かせていただいたと

おりで、委員会、本会議とも、議員の発言の機会

を十分に与えられていると考えております。なの

で、現状で十分だと考えています。 

○森戸座長 みんなの党。 

○百瀬議員 先ほど来、皆さんから出ているよう

に、発言の機会は十分に与えられているというの

は、ほかの議会と比べるとそうかなという気はい

たします。また、制度設計とかルール作りという

のは相当難しいのかなという気はしているんです

が、検討課題も多い中、円滑かつ合理的な議会の

討議に資する制度ではないかと考えておりまして、

一般質問でも、現状把握の確認というのは事前に

文書で行っていれば、もうちょっと話が一般質問

の中で進むという可能性もあるのかなという感じ

がしておりますので、議場では討議を中心に議事

を展開していけば議会の立場が明確になると書か

せていただいたのと同時に、議会の活性化という

意味で、今すぐ条例に盛り込むというのは多分無

理だろうと思っておりますが、今後、議会運営委

員会などで通年議会との議論と一緒にこの制度を

いろいろ考えていくべきではないかと考えており

ます。 

○森戸座長 生活者ネット、林議員。 

○林議員 検討課題は幾つかまだ残っているとは

思うんですけれども、仕組みそのものはあって不

都合があるものではないと思いますので、文書質

問の条文はあった方がいいと考えています。ごく

まれにだとは思うんですけれども、一般質問や委

員会での質問を準備しながら、不測の事態が起こ

って、インフルエンザにかかってしまったとか、

事故に遭って入院してしまったというような不測

の事態が全く考えられないことはないと思うんで

す。そういったときに、通告をしていたり、口頭

での質問が原則だと思いますけれども、それを文

書に切り替えるということで、市民の代弁者とし

ての議員の役目を果たすということでは、これを

活用することも可能だと考えていますので、是非

文書質問の条文は作っていただきたいと考えてい

ます。 

○森戸座長 続きまして、改革連合、五十嵐議員。 

○五十嵐議員 現状、議員の質問時間は保障され

ていることや、資料請求もできることなどから、

必要性は感じておりません。 

○森戸座長 市民自治。 

○片山議員 文書質問制度を設けることについて

は賛成です。こちら、意見を記入していないんで

すが、前のときにも述べたような理由はあります

し、補足して言えば、質問の制度を、また答弁の

制度も上げていくということにもつながるのでは

ないかと私は思っていますので、これは今後の検

討をしていければと思っています。今の状況から

言うと、恐らく一致はしないのかなとは思ってい

ますけれども、これは研究をしていくべき課題だ

と思っています。 

○森戸座長 こがねい市民会議、斎藤議員。 

○斎藤議員 賛否の欄が抜けているんですが、す

みません、丸にしてください。ここに書いてある

ように、基本的には文書質問制度は賛成です。た

だ、一定のルールが必要だと考えておりまして、

特に決定の機関、国会の中では閣議決定という形

で出てくるんですが、小金井市の場合どうなるの

か。市長の政治的、個人的な見解になるのか。基

本的に行政全体の最終結果となるんだろうと思う

んですけれども、その辺の調整が必要かなと思っ
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ております。 

○森戸座長 では、最後に小金井をおもしろくす

る会。 

○白井議員 小金井をおもしろくする会としまし

ては、迷ったんですけれども、結局これを提出す

る際にいろいろ考えまして、文書質問制度につい

ては賛成だという態度表明をさせていただきます。

皆さん、十分発言の機会が保障されているという

こともおっしゃられるんですけれども、確かに発

言の機会があること、十分と言えるかどうか分か

りませんが、そういう機会があることは私として

も認めるところではありますが、結局会期という

ものが３か月に一遍、２か月、間が空く。閉会中

にも委員会があって、そこで発言の機会があると

は言うものの、今、いろんな事態が起こる上で、

タイミングというのは非常に重要だと思うんです。

なので、そういうタイミング、タイミングで必要

に応じて行政に対して質問ができるということが

一つと、もう一つはオープンにするということが

大事だと思うんです。それは質問内容とその回答、

それをウェブで即座にオープンにするということ、

これが必要だと思っています。 

 もう一つ、手法としては、この間も協議であっ

たように、非公式でそれぞれの議員が、例えばテ

ーマに疑問を感じたこと、何か問題的なことが起

こったときに、各部局に問い合わせて問題解決を

しているという事例は日々起こっているというの

は私も理解しているところですし、私も似たよう

なことをやっていますが、結局それがオープンに

されているかというと、されていないところもあ

りますので、２点目としては、オープンにするこ

とを前提にこういった制度を入れるべきだとは思

っております。 

 ただ、ここに書いているように、一定のルール

をきっちり決めるということが前提であるという

ことと、もう一つは、この会議の場ではこれにつ

いて決めるには無理があると思いますので、でき

れば議会運営委員会の議会改革などで丁寧に時間

をかけて調査して議論すべきだと思っております。 

○森戸座長 今、皆さんから意見表明をしていた

だきました。これは前回、若干議論はしているか

と思います。正副座長の結論は持っているんです

が、いかがいたしましょうか。くっきりと分かれ

ているんですが、17対７ということで、正副座長

としては、これだけ意見が分かれているものなの

で、白井議員からもありましたけれども、今回の

条例に盛り込むのはちょっと難しいようなので、

議会運営委員会の中で議会改革として議論をして

いただくと。文書質問をやりたいという会派が提

案をしていただいて、議会運営委員会で行ってい

ただくというようにまとめさせていただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 では、そのようにさせていただきま

す。 

 ちょっと休憩します。 

午前10時16分休憩 

                  

午前10時20分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 それでは、続きまして、お手元にあるナンバー

47と48、前回協議したものを正副座長でまとめた

ものを提案させていただきます。 

 宮下副座長からお願いします。 

○宮下副座長 お手元の意見集約シートなんです

けれども、ナンバー47と48を前回の議論の内容を

まとめて、それで意見集約用紙として出していま

す。これはさらっと今日ここで確認を行って、丸、

バツと意見はまた後日メールか何かで送ってもら

うと、そういう段取りで考えています。 

 ナンバー47なんですけれども、そこにも書いて

あるとおり、ナンバー44のところで議論した続き

です。ナンバー44はどうだったかというと、多分

お手元にあると思いますが、要するに他の条例と
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の関連で、この議会基本条例を「最高規範」とい

う形の位置付けをするということ、うんぬんでい

ろいろ議論したんですよね。その前回の議論を受

けて、一定まとめをしたという形になっています。

このナンバー47は、一応ここで正副座長から出す

という姿勢としては、そこに黒ポツが三つついて

います。一つ目のポツが、「最高規範」という表

現は前文のみとしてそこに入れるというのが一つ。

二つ目のポツは、第１項を「この条例は、議会に

関する基本的事項を定める条例であり、議会運営

における規範的事項を定める」と内容をうたう。

次に、第21条第２項のところで、「議会は、議会

に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合

においては、この条例との整合を図らなければな

らない」とするというようにまとめましたという

ことで、正副座長からの提案をしたいと思ってお

ります。 

○森戸座長 ということですが、いかがでござい

ましょうか。会派で持ち帰って検討するに当たっ

て分からないことなどがありましたら、ここで質

疑をして、もし持ち帰る内容として良ければ、こ

れで確認をさせていただきますが、よろしいです

か。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 では、続きまして48です。 

○宮下副座長 持ち帰る内容としていいかどうか

ということで聞いていますのでね。 

 次に、ナンバー48です。これについては、第２

班の斎藤班長の方からいろいろご尽力いただきま

して、まとめた意見を報告していただきました。

それで２班の意見をお聞きして、その内容をもと

に正副座長また部局も含めて意見調整なんかもし

て、最終的にそれを正副座長からの提案という形

でここの議会基本条例策定代表者会議の場に提案

しなければいけないものですから、それでまとめ

たものがこのナンバー48です。 

 この囲いの中を読みますと、これはナンバー39

の続きの部分ですけれども、第14条について、第

14条第２項の（２）と（３）を一本化して次の条

文とする。ナンバー39の第14条は何だったかとい

うと、これは見ていただければ分かるように、ナ

ンバー39は、第14条として、調査、研修、政策立

案ということで出していまして、第１項と第２項

があって、第２項の中に（１）から（５）までず

らっとあったわけです。それについて、一致した

ものもあれば、これは要検討ということで進めた

ものもあったという過去の経緯があって、（３）

の中に出てくる「議員による政策検討会は設置す

る」という部分で、（２）の「審査または調査の

ために必要な機関を設置すること」、この辺の

（２）と（３）を含めて第２班の方でいろいろ検

討していただいたという経緯があります。 

 ナンバー48に戻りますけれども、このナンバー

48は、（２）と（３）を一本化して、「（２）政

策立案のために、政策検討会を設置すること」と

いうことで提案させていただきます。これは

（５）まであったものですから、その辺は順送り、

番号を変えないといけないものですから、これで

オーケーとなれば、番号を変えて順送りをしてい

くという感じになります。 

 その下の説明のところですけれども、２班の結

論というところで、１項と２項のところで、第14

条（２）、（３）の条文の整理についてというこ

とで２班の結論というのが出ていて、その下にも、

「運用課題」の「関わる市民等の方の立場の保

障」ということで、２班の結論という形で、２班

の結論を受けて今回の集約シートを提案させても

らっています。 

 １項のところですけれども、第14条（２）、

（３）の条文の整理について、２班の結論として

は、（２）、（３）を１本の条文とするという形

で、「（２）審査、調査または政策立案のために、

政策検討会を設置すること」ということで結論を

持ってきていただきました。正副座長と調整をし
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まして、その結果として、「審査」、「調査」と

いう文言は、委員会で使用する用語ですので、条

文の中で重複してしまうのは良くないのではない

かということで、このまとめとしては、「（２）

政策立案のために、政策検討会を設置すること」

という条文にすればいいのではないかということ

で、ここにまとめさせてもらいました。 

 続いて、２項のところですけれども、「運用課

題」の「関わる市民等の方の立場の保障」という

ことで、２班の結論として、費用弁償と公務災害

の適用を明確にすべきという、要するに市民の

方々にもきちんとこういったものを適用させてあ

げるべきではないかという、そういう内容だった

かと思います。それを受けて調整をしまして、そ

こに書いてあるんですけれども、市民等に常時委

員として参加してもらうとなると、議員と附属機

関が合体したような形式となってしまうというよ

うなこともありまして、附属機関の委員の身分、

報酬については、集約シートのナンバー39に記載

のとおり、総務省の見解がありまして、法の想定

していない附属機関の委員報酬の支払い、公務災

害等の適用について法的根拠がないということが

あります。ということで、これについては難しい

のではないかということになっております。 

 続いて、３項のところです。政策検討会を要綱

により設置して、政策立案するということは可能

であると。政策検討会の活動の一環として、一般

市民の意見を聴取する場を別途設定して、議会側

から出向くこと、そしてまたパブリックコメント

を行うということは可能であるという整理をしま

した。しかし、もともと議員は市民の代表として

選出されておりまして、市政への市民意思の反映

は間接民主制がとられているということになって

おります。 

 参考人は、利害関係者や学識経験者などから特

定の第三者を指名して出席を求める。また、公聴

会における公述人は、公聴会の開催の公示を見て

応募した者の中から議会が選定するとなっており

ます。もしくは、議会が自主的に利害関係者、学

識経験者を選定すると。だから、公聴会における

公述人というのは二通り考えられるということで

す。二つの方法があるということであります。 

 いずれも、本会議・委員会で活用される制度で

あるが、一般市民を招致するというよりも、利害

関係者や学識経験者から意見聴取を行うというこ

とが想定されているということで、これは結構い

ろいろ長く議論させていただいたんですけれども、

うちの方の正副座長からの提案としては、こうい

うまとめ方で提案させてもらいたいということで、

一応ご説明させていただきます。 

○森戸座長 以上であります。斎藤班長の方から

補足があれば、大丈夫ですか。斎藤議員の方から

は、事前に２班の皆さんにはメールを送っていた

だきまして、２班の皆さんにはご了解をいただい

ているものと思っております。 

 だから、調査機関を除くということですよね。

（「（２）と（３）のまとめは」と呼ぶ者あり）

一本化してこの中に入れるということですね。 

 もうちょっと政策検討会のイメージというか、

持った方がいいんですかね。 

○五十嵐議員 そのためにちょっと質問させてい

ただきたいんですが、この政策検討会というのは、

結論からして、これは議員だけで委員で参加する

ということなんでしょうか。市民の参加は前提と

していないということなんでしょうか。 

○宮下副座長 結局そうなるんですよね。だから

議員がその政策検討会の構成メンバーという形に

ならざるを得ないかなというのが、いろいろ話し

合った中で出てきた形なんですけれども、それで、

最後の方に書いてありますけれども、一般市民の

意見を聴取するということはいろいろ別途考えら

れるのではないかということで、そこは今後の工

夫かなという感じなんですけれども。 

○森戸座長 行うとしたら、要所、要所で適切な
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時期に参考人制度なりで来ていただいて、一定の

報酬や保障をして来ていただくというやり方にな

るのかなということかなと、委員会の中で、政策

検討会で呼ぶということはできないんですね。だ

から、そこが非常に難しいなと。今までやってき

た自由なやり方と、それではないやり方というこ

とですね。 

 例えば、常任委員会の中に、何々の条例の調査

の柱を起こして、委員会が政策検討会になるのか、

そこに入っていない会派の人も入ってもらって、

委員中心とした政策検討会を開きながら委員会で

一定の報告をし、そこに例えば参考人招致で来て

もらってということはできますよね。そういうこ

とになっていかざるを得ないのかなと。そういう

やり方もあると。一方、手弁当で、市民の方がい

いよと言ってくださって一緒にやるということも

あると。 

○五十嵐議員 一応持ち帰りということになりま

すよね。次のときまでにまとめると。今の提案と

しては、議員だけで作る政策検討会であって、そ

れと市民との関わりは、どう工夫していくかとい

うのは次の段階ということになるのかな。そうい

う提案だということで、内容は了解しました。 

○森戸座長 専門家、学識経験者、こういう方の

お力を借りるというのも、参考人制度になってい

って、調査機関というのはなかなか難しいかなと

いうことなんですよね。 

○斎藤議員 今、通常にある委員会とか特別委員

会に関して言えば、市長からの議案と、プラス、

ある会派が提案した議員案という形で検討してい

くんだろうと思うんですが、政策検討会というの

はどちらかというと、ほぼ議員の中からも一定方

向性が一致されたものについて、どうするのか、

より深めていくのか、条例化していくのかという

形で進めていくのがこの政策検討会かなと思って

いまして、言ってみれば、この議会基本条例策定

代表者会議も政策検討会の一つの形態ではないか

なと思っていまして、私はそのようなイメージで

います。ですから、あとは懇談会という形で市民

の皆さんと一緒にできる機会もあると思いますし、

今までの食育とかアスベストとかも、そういった

検討会があれば、よりスムーズにできたのではな

いかと思っています。 

○森戸座長 ほぼ大枠、全会派が一致するような

課題などの問題が多いのかなと思うんですけれど

も、そうではないものでというと、なかなか難し

いですよね。アスベストも、あれは全会派ではな

かったんです。でも、最終的には全会派一致をさ

せた、条例提案をされて、修正をかけながら一致

をさせていったという形だったかなと思うんです

けれども、どこまでを政策検討会として持ち込む

のかというのは、一定議論は必要かもしれません。 

 アスベストが自民党とこがねい市民会議、みん

なの党でしたか。改選前ですよね。篠原議員も入

っていた。（「いろいろ会派が変わるから」と呼

ぶ者あり）分からなくなる。会派としては違った。

会派としてではない。民主党も入っていらっしゃ

った。（不規則発言あり）そうですよね。分かり

ました。 

○片山議員 こちらについての質問というか、持

ち帰るための整理をしたいんですけれども、基本

的に、今まであった食育の懇談会であるとか、何

かしらこれまであったものを制度に落とし込みな

がら、市民も含めてやりやすいような形ができれ

ばということで、多分議論を進めていく中でこう

なったのかなとは思っているんですが、先ほど座

長がおっしゃったような、例えば委員会の中でも

提案をして、委員会の中の提案に至る前というの

は、また別の場というか、相談があるのかもしれ

ないんですけれども、結果的には委員会で提案し

て政策検討会を作って、そうすると委員会として

参考人招致として市民を呼ぶことができるという

ような筋道も一つはあるというような整理が一つ

あるわけですね。また、これまでみたいな形も、
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こういった制度には乗らないけれども、別にでき

ないことはないというようなこともあるというよ

うな、今のところの整理ということになるんでし

ょうか。ただ、条例というか、何か作っていこう

というところの政策検討会の提案は、その委員会

に所属していない委員から発案されることもある

と。その辺の、どこでどう提案すればこういう形

につながっていくのかというのが何かイメージで

きればと思います。 

○森戸座長 そこまでは想定していないんですよ

ね。 

○斎藤議員 ２班の中で検討したときには、大津

市議会の政策検討会の要綱を参考にさせていただ

きました。そのときに、会派から政策提案を行う

場合には、議会運営委員会の協議を経て、賛同の

得られたものについて政策検討会議というものを

設置するということと、それから、この条文はち

ょっとよく分からないところもあるんですけれど

も、検討会議が設置されたときには、議員全員で

構成する、この場合は大津市議会政策検討会全体

会を同時に設置するという形で、今、言われた、

その検討会から漏れる会派というのができるだけ

ないように配慮されているのかなというような印

象はありました。ですから、これから要綱を作っ

ていく上で、それぞれの意見を取り入れていけば

いいのではないかと思っています。 

○飯田議会事務局次長 ただいま斎藤議員からお

話がありましたように、大津市議会では一定の運

用というのも設置要綱で決めているところでござ

いますけれども、この議会基本条例の中に政策検

討会を盛り込むに当たっては、どういう運用をし

ていくかということを決めておかないと条文化は

できないかと思っております。その条例に基づい

て詳しい設置要綱などを設けていくことになると

思いますが、ご提案なんですけれども、ただいま

持ち帰りという形で各会派のご意見を頂くわけで

すが、その持ち帰りの中で、どういう運用をして

いくかという各会派のご意見も併せて集約させて

いただければよろしいのかなと思っております。 

○森戸座長 ここは正副座長でも具体的なものに

ついては固めてはいないんですよね。第２班では

大津市議会を参考にしてということで、大津市議

会の要綱は皆さんで、大体ホームページを見れば

分かりますので、それを参考にしていただいて検

討していただくのかなと思うんですけれども、た

だ、先ほどもちょっとあったんですが、一つは委

員会として条例を全体が議論するということもあ

ると思うし、委員会に限らずということもありま

すよね。何でも委員会でということにするんです

かね。この政策検討会の会議の公開、非公開、会

議録をどうするかということもあります。傍聴を

どうするかですね。そういうことについて、それ

ぞれの皆さんはどう考えるかということをまとめ

ていただくとありがたいんですが、どうでしょう

か。 

○片山議員 今の公開の件は、これは政策検討会

という文言で載せるということは、原則公開とい

うことでよろしいですよね。会議録含めてあるん

ですけれども、それは確認だけしたい。 

○森戸座長 そうですよね。それも含めて、だか

ら会議録をとるか、とらないかも含めてですよね。

（「条文でうたうということは公開」と呼ぶ者あ

り）公開が原則だと思うんですが、公開しなくて

もいいよということになるかもしれないし、分か

りませんけれども。 

 では、その辺りも含めて、運用も含めてご検討

いただくということでよろしいですか。イメージ

は皆さん大体お分かりでしょうか。 

○片山議員 これは第２班に質問した方がいいの

か、分からないんですが、大津市議会以外の何か

参考になるようなものというのはほかであるもの

なのでしょうか。 

○斎藤議員 ２班ではそれ以上のことはやってお

りません。（「大分市」と呼ぶ者あり） 
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○森戸座長 よろしいですか。それでお持ち帰り

いただければと思います。 

 それでは、続いて、先ほどお配りした行政報告

などについてであります。 

 ちょっと休憩します。 

午前10時46分休憩 

                  

午前10時47分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 続きまして、行政報告をどう位置付けるかとい

うことであります。正副座長でいろいろと協議を

させていただきましたが、一つは、この前の第10

条に、市長と議会との関係の中で見ていただきた

いんですが、第10条に市長報告というのがあった

と思うんです。ごめんなさい。第10条第６項に、

「市政の重要事項について、市長等の報告を求め

ることができる」とあります。これと行政報告を

一つにまとめました。したがって、第10条第６項

から切り離して、新たに第11条として起こしまし

た。市長報告の方は、「議会は、市の重要事項に

ついて、市長等の報告を求めることができる」と。

それから第２項として、「前項に定めるもののほ

か、市長等から、市の事業、課題等について常任

委員会で報告を求めることができる」という規定

にいたしました。一つにまとめて、「市長等の報

告を求めることができる」ということでもいいの

ではないかということもありましたが、実際に各

常任委員会で行政報告という位置付けで行政から

報告をされているものがあります。しかも、これ

は行政サイドはルール化をされているということ

であります。これをどう表現するかということで、

正副座長で話し合ったんですが、本来は行政報告

については正副委員長と各常任委員会と調整をし

て報告をされるんだろうと思うんです。しかし同

時に、各常任委員会でも、このことは報告をして

ほしいということがあれば、その報告を求めるこ

とができるという表現にして、行政報告の存在を

明らかにしていくということでどうだろうかとい

うことであります。本来は、市長報告、行政報告

という言葉を入れた方がいいのかもしれませんが、

前々回もお話ししたんですが、他市の行政報告の

意味合いが若干、小金井市議会の行政報告の意味

合いと違っているということもありまして、条文

の中には入れ込まないと。逐条解説の中で、行政

報告を意味しているということをうたうというこ

とでどうだろうかという提案であります。 

 以上が正副座長の提案でありますが、それで、

すみません、上の括弧のところなんですが、「行

政報告」とあるんですが、これは「諸報告」とと

りあえずしておいていただけないでしょうか。第

11条の上の括弧のところに「行政報告」という題

名がついているんですが、これは「行政」をとっ

て「諸報告」としていただければと思います。

（「メールで送るときには「諸報告」にして送り

ます」と呼ぶ者あり）そうですね、訂正して送り

ますので。 

 協議の中では、このほかに法律で決められてい

る報告があります。例えば、財政健全化の報告、

土地開発公社の報告、それから情報公開、個人情

報に関する報告等がありますが、これらは法律や

条例に規定されているということから、この中に

は入れ込まないというふうにいたしましたという

ことです。 

○五十嵐議員 ちょっと文章の言い回しなんです

けれども、第２項の方なんですが、「前項に定め

るもののほか、市長等から」となっているんです

けれども、そうすると、「市長等から求めること

ができる」と、「市長等に」ではないかと思うん

ですけれども、どうでしょうか。 

○森戸座長 そうですね、文章上ね。「市長等に

求めることができる」、「市長等から報告を求め

ることができる」、「市長等から、市の事業、課

題等について常任委員会で報告を求めることがで

きる」、「市長等から」でもおかしくないよね。 
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○小林議員 今の最後の「求めることができる」

の終わり方だと、五十嵐議員がご指摘されたよう

な「に」になると思います。「から」だと「受け

ることができる」という内容になるので、「に」

になるのかなと。 

○森戸座長 そこはどうするかなんですよね。向

こうはルール化して行政報告をすると。私たちは、

それは情報公開できるものは行政報告でどんどん

してほしいと思うから、「受ける」ということと、

私たちからも「求めることができる」という、こ

の二つをどのようにしたらいいかなというのは、

ちょっと悩んだんです。もし皆さんの方でいい文

章があれば。 

 では、とりあえず質問がなければ、これで行っ

て、もし皆さんお考えいただいて、いいものがあ

れば提案していただくということでいかがでしょ

うか。 

○小林議員 提案としては、それでもいいと思い

ますけれども、今、座長が最後に言われたような、

二つの意味があるなら、二つの項に分けた方が取

り違えはないのかなとも思います。 

○森戸座長 そうですね、「受けるものとする」

と。または、「議会からも求めることができる」

という二つですよね。 

 では、その辺りも含めて、「受けるものとす

る」というのと「求めることができる」という、

二つを条文化した方がいいかどうかを含めて持ち

帰っていただいていいですか。「受けるものとす

る」というのと「求めることができる」、これは

文章上のあれなので、条文に載せた方がいいかど

うかも含めて、一つは条文に載せるかどうか。こ

ういう第11条で起こすかどうかですね。これでい

いということであれば、条文上問題がないかどう

か。「受けるものとする」、「求めることができ

る」という二つの文章を入れた方がいいかどうか

を含めてご検討いただければと思います。 

○片山議員 逐条解説で市長報告、行政報告とい

うのを説明と書いてあるんですが、条文にそのま

ま書いた方がすっきりするのかなと思いながら、

ちょっと考えているところなんですけれども、例

えば、「市長等の報告を求めることができる」よ

りも「市長報告を求めること」としてしまうのか

とか、第２項についても、「常任委員会で行政報

告を求めることができる」とか、逐条解説に余り

落とさなくてもいいような工夫もしてもいいのか

なとも思いました。 

○森戸座長 先ほども言ったんですが、行政報告

の意味が、他市は本会議で行政報告をして、原則

質疑はしないということで行っているんですね。

ですから、条文に載せると、そのことと重なり合

う、全国町村議長会の行政報告の意味合いと重な

ってしまうので、ここでは載せないようにしまし

た。基本的には小金井市議会は行政報告も質疑が

できているものですから、文言を載せてしまうと、

間違った解釈になりかねないなというのもあって、

私も載せた方がいいと思ったんですけれども、載

せない方がいいのかなということで、正副座長も

判断して載せないとしたんです。市長報告も、市

議会によっては質疑しないというところがありま

すよね。市長報告はあくまで結果報告みたいなも

のになっているので、小金井市議会のように、途

中のものも含めて市長報告せよというようなこと

というのは、市長報告に対して質疑するというの

も、私は個人的にはいいことだと思うんですが、

そこまでやっているので、これも同じように文言

には載せないとしました。 

○小林議員 今、最後に座長が言われたところな

んですけれども、この新しい第11条を抜き出した

ときに、第10条第６項がという話だと思うんです

けれども、この第11条が少しもやもやとしたもの

を指すとなると、第10条第４項、「議会は、市長

等の提案する重要な計画、政策、施策等について、

その形成過程の説明を求める」という、この辺り

も新第11条に乗っかってくるような内容になるか
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なと思っていまして、その辺は何か議論されてき

たものがあれば。 

○森戸座長 これは議論はしていませんね。そう

ですね、会派で、この第４項の中に入れた方がい

いと、第11条に入れた方がいいということであれ

ば、それも一つかなとは思いますけれどもね。第

４項は、私は小金井市の特質でもあるかなと。そ

れはなぜかと言ったら、情報公開条例で意思形成

過程情報も公開することができるという規定を、

全国的にはまれな情報公開条例に小金井市議会は

なっています。それは議会の修正の中でそういう

条例を作っているということからすると、この第

４項は非常に重要な役割を果たすかなと思ってい

ます。その点で、どこで入れ込んだらいいかとい

うことで、もし皆さんの方からご提案があれば、

提案をしていただければと思います。それも含め

てですね。 

 そうしたら、一つは条文に行政報告をこのよう

な形で載せるのかどうかですね。それから、載せ

るとしたら、文章上、「受けるものとする」とい

う言い方、「求めることができる」という、２文

で載せるのか、１文だけでいいのかですね。それ

から、公明党からは、第10条第４項をどうするの

かということがありまして、そこまで皆さんの方

でご検討いただければ、次回早いかなと思います

ので、第10条第４項の取り扱いについてもご検討

をお願いしたいと思います。第11条に移行させる

かどうかですね。よろしいでしょうか。 

 では、諸報告はそのようにしたいと思います。 

 次に、第１班の議論していただいた問題につい

てであります。正副座長と班長と調整をしたもの

を今、皆さんのお手元に、第４条までを今日報告

をさせていただきます。 

 第１条についてなんですが、議会基本条例策定

代表者会議の提案としては、この条例の目的なん

ですけれども、「議員の責務及び活動原則、議会

運営の原則等の議会に関する基本的事項を定める

ことを目的とする」となっていたわけですけれど

も、目的の内容を追加いたしました。第１班から

は、「定めることによって、市民福祉の向上及び

市政の発展に寄与することを目的とする」という

ことだったんですが、正副座長との関係で、「議

会が市民の負託に応え」というのを入れさせてい

ただいて、このような形になったということであ

ります。他市の事例を参考にしてはどうかという

ことで、八王子市また調布市の内容が第１班の中

で検討をされています。 

 あと、右端にあるんですけれども、第１条のみ

で章を立てるのはどうなのか。第21条をこちらに

移設するかを検討してはどうかというのが第１班

の話合いで出てきたものなのかなと思います。 

 次に、第２条であります。第２条は、（１）に

ついては「透明性」というのをとりました。これ

は、「公開性」と「透明性」とは同じだというこ

とであります。したがって、第１班の案にも「透

明性」が入っていたんですが、正副座長と班長と

調整をして、「透明性」というのをとらせていた

だきました。 

 併せて、「市民に開かれ」というのもあったん

ですが、「公開性」、「公正性」を確保して、

「市民に開かれ」というのは同じ文言が続くので、

そこを削除いたしまして、「市民に信頼される議

会を目指すものとする」という言い方に変更させ

ていただいております。 

 次の（２）でありますが、「市民の多様な意見

を常に的確に把握し、政策立案等に生かし、市政

の反映させるよう努めるものとする」とあったん

ですが、他の文言では「政策立案」、「政策提

言」と分けておりまして、これを明確化した方が

いいだろうということで、語句を修正いたしまし

た。 

 それから（３）であります。これは文章の修正

で、「全ての会派が」という位置が少しおかしい

という第１班の提案がありまして、これは「全て
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の会派が」というのを前に持ってくる。「意見の

違いをお互いに尊重し合い、言論の府にふさわし

い議会運営に努めるものとする」とさせていただ

きました。 

 それから、（４）については、「先例・申合

せ」ということで、これを入れさせていただきま

したが、第１班の案には、「小金井市議会の運営

に関する条例、規則等、及び先例または申合せに

基づいて活動するとともに、それらを継続して精

査し、必要があれば見直しを行う」ということに

なっていまして、それをそのまま入れさせていた

だいたという形であります。 

○飯田議会事務局次長 ちょっとつけ加えて申し

上げます。このところで「先例又は申合せ」のと

ころが網掛けになっているかと思うんですけれど

も、正副座長打合せと第１班の班長の話合いで、

これを議会基本条例の中に規定するかどうかとい

のは検討課題ということで話させていただいたん

ですね。「先例又は申合せ」ということで、もし

見せてくださいと言ったときに、見せられる状態

かどうかというところで、あくまでこれは内部規

律なので、ここにうたわないというのも一つの考

え方なのかなということで、お話をさせていただ

きました。 

○森戸座長 ということであります。これは検討

が必要だということですね。 

 あと、議員の活動原則の第３条についてであり

ます。これはほとんど変わっていないのかな。

「市民の福祉の向上を目指す」としていたものを

「目指すものとする」という文言の修正、それか

ら（２）も、「条例提案や政策提言」とあるんで

すが、これも統一をさせるという意味で、「政策

立案・政策提言を積極的に行うものとする」とい

うことにするということです。 

 それから（３）は、文章の修正で、「議員活動

に努める」ということよりも、「努めるものとす

る」と、より強くしたということです。 

 それと、第１班からは、調布市にあるような災

害時支援、災害時の対応を入れてはどうかという

ことで、第４条に、これは大町市議会を参考にし

ているわけですが、「議会は、大規模災害が発生

し、小金井市災害対策本部が設置された場合にお

いて、当該対策本部を支援するとともに、議会と

して的確かつ迅速な対応を図るものとする」とい

うものを入れてはどうかということであります。

実際に小金井市議会の災害時対応マニュアルもあ

るわけで、この災害時対応マニュアルの内容をど

うするかということはあるんですが、とりあえず

これを入れてはどうかということであります。 

 第４条については、号を項に修正いたしました。

それで、第１号、第２号を第１項、第２項に分け

ていくということですね。項がずれていくという

形になります。あと、「政策立案等」とあるのを、

「政策立案・政策提言」という形に直させていた

だくということであります。 

 今、検討してきたものはこれまでであります。

もし事務局また正副座長、班長で補足があれば説

明をしていただければと思います。 

 一応検討するものが幾つかあります。一つは、

第１班からの提案なんですが、第１条のみで、目

的ということだけで章を立てるのか。第21条の他

の条例等との関係を移設するかを検討するという

のが一つであります。 

 それから、もう一つは、先ほど次長から説明が

ありましたが、第２条第４号（４）「先例・申合

せ」について、条例で規定するかどうかを検討す

るということです。 

 それから、新たに第４条で災害時の対応につい

てという項目を新たに入れたということで、この

３点については議会基本条例策定代表者会議で議

論をしておく必要がある部分だということであり

ます。 

 これについては、今日改めて提案をしましたの

で、持ち帰っていただいて検討していただくとい
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うことでいかがでしょうか。今、意見を述べてと

いっても難しいですよね。第21条との合体をさせ

るというところ、第１班の班長、思い出しながら

（不規則発言あり）思い出せない。 

○片山議員 第21条とのことなんですけれども、

これは第１班の提案でしたか。そこが私は不明で、

第21条の議論をしたときにそういう話が出ていた

ということだったのかなと。多分、第１班の議論

の中ではないような気がしているところです。 

○森戸座長 そうですね、すみません。正副座長

の話ですね。 

○片山議員 今、林議員が見つけてくれましたが、

違和感を感じるという意見はあったということで

す。 

○飯田議会事務局次長 一般的な条例の作りとし

て、総則というものがある中で、目的という第１

条しかないとなりますと、第１章も目的とした方

がいいのかなとなるところなんです。もし総則と

いう形でしたら、もう１条ぐらいつけていくのが

適当かなと前にお話しさせていただきました。 

○森戸座長 事務局案でした。失礼いたしました。 

 それともう一つ、大事なことを私は忘れていて、

第２条の（２）「市長その他執行機関等の事務執

行が適正かつ公正及び効率的に行われているか監

視、評価するものとし、必要と認める場合には適

切な措置を講じるものとする」というのについて

は、それは削除をされているということは確認を

するということです。 

○飯田議会事務局次長 第２条からの削除をして、

第10条の市長と議会の関係のところに移行させて

おりまして、こちらは平成26年３月27日の議会基

本条例策定代表者会議の方で決定いたしておりま

す。 

○森戸座長 ということになっておりますので、

これは削除するということで提案させていただい

ています。第１班の議論の中では（２）は入って

いたんですよね。「市長その他執行機関等の事務

執行が」という文章は入っていたんですが、これ

は３月の時点で整理をされているということから、

削除をしたということでありますので、そこをご

確認いただければと思います。 

 先ほど事務局から説明がありました。第１章を

総則というテーマにするとしたら、目的の第１条

だけではちょっと耐えられないのではないかと。

むしろ第21条も持ってきて第２条にするというこ

とですよね。他の条例との関係ということで持っ

てきてはどうかということであります。もしこれ

を総則としないで、第１章、目的ということであ

れば、そういう作りもあるということですよね。

そこはどうでしょうか。皆さん、まず議論で、何

かあればなんですが。 

○片山議員 今、ナンバー47で提案されている件

ですよね。先ほど正副座長から提案してくださっ

ていた、第21条になると思うんですが、第１項、

第２項と二つ分けたところを第１条のところに持

ってきて何かするとなると、少しまとめ方がまた

変わってくるという気もするので、その辺がどの

ように変わっていくのかということによるのかな

と思います。多分、前の議論のところで流山市の

条例か何かが出てきたのかなとは思っているんで

すけれども、第１条、第２条として、目的と条例

との関係というのがありますよね。こういったも

のを参考にしながら行ってというようなことなん

ですかね。先ほど提案されたばかりのナンバー47

というのがあるものですから、そこと整理が必要

かなと。 

○森戸座長 そことの整理はまだできていないの

で、単独でこれは、他の条例との関係というのは

提案させていただいています。だから、ある意味、

ナンバー47を前に持ってくるかどうかということ

ですよね。 

○宮下副座長 すみません、今の片山議員のおっ

しゃっていることも、そのとおりだなとは思うん

ですけれども、いずれにしても全体がほぼ完成し



－ 13 － 

たときに、もう一回バランスを見てみないといけ

ないと思っていますので、それは一応分かっては

いるつもりですので。 

○森戸座長 置き方も正副座長に任せていただく

というのは難しいですかね。最終、あとどうする

かという話なんですが、ちょっと休憩します。 

午前11時24分休憩 

                  

午前11時36分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 まず、第１条の検討課題のところは、また意見

集約用紙を出させていただきますので、ご回答を

頂ければと思います。これはナンバー47と被ると

ころがありますけれども、それとは別として考え

たいということです。 

○飯田議会事務局次長 先ほどの意見集約用紙の

中に、この第21条を第１章に入れるということも

入れ込んでご回答いただいてもよろしいかなと思

っております。 

○森戸座長 分かりました。では、ナンバー47に

入れさせていただいて回答していただくというこ

とで、もう一度ナンバー47は書き直して送らせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。

事務局の方で直してもらっていいですか。 

 次です。もう一つ検討しなければいけないのは、

第２条の（４）「先例又は申合せに基づいて」と

いうことですが、条例で規定するかどうかを検討

するということであります。基本的には、先例と

いうものも先例集というのを作っておいた方がい

いことはいいわけですよね。そこにはまだ至って

おらず、ただ、一応ファイルでは、こういう場合

にはこういうことをやるという、例えば資料要求

は当日ではなく事前に行うべきとか、そういうも

のは基本的には事務局は持っているんですが、そ

れも、先例としないと言いながら、もう何回か重

ねると先例がなくなってしまうような状況もあっ

て、その辺りどう整理するかというのはあるのか

なとは思いますが、いずれにしても先例と申合せ

は現状は公開していないということです。これを

どうするか。事務局の方では、申合せについて公

開をした方が良いという全体の一致ができれば、

このハンドブックの公開というのはあるというお

話ですので、その辺りも含めてどのように整理し

ていくか、ご検討をお願いしたいと思います。 

 それから、第４条の災害時の対応であります。

現状では、市議会ハンドブックに災害時の対応マ

ニュアルが掲載されております。74ページから76

ページまでの上部の方にあるんですが、このこと

は議会運営委員会で確認をされていることであり

ます。これは大きな一致点のもとで作ったもので

す。実は、これよりももっと詳しく、災害時対応

マニュアルというのは作ってあります。（「素

案」と呼ぶ者あり）素案が作ってあって、それは

一致をしなかったんです。ただ、東日本大震災が

起こったということと、今後、大規模な震災が起

こるという可能性がまだ残っている中で、これで

いいのかどうかという検討は改めてする必要があ

るのではないかというのは、正副座長でも話し合

っているところであります。 

 一つは、東日本大震災のときには、各議員がそ

れぞれ市民から聞いて出てきた要望については、

会派代表者会議の中で会派として意見をまとめて、

そこで市長にも出席していただいて意見や要望を

述べたということを行いました。それは、このマ

ニュアルには規定されていないことなんです。そ

れはやらざるを得なかったんです。個々の議員が

それぞればらばらに担当に、あれをやってくれ、

これをやってくれと言うと、担当はもっといろん

なことで動いているわけで、そうなると担当の事

務に支障を来すということがあって、会派代表者

会議の中でそれぞれ会派の意見を述べて、それを

市長が災害対策本部に持ち帰ってもらったと。そ

の結果報告をまたしてもらうということをやった

わけです。そういうことも含めて、もうちょっと
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災害時対応マニュアルは検討していく必要がある

ことはありますので、もし条文に載せるとしたら、

その辺りの検討も含めてどうするかという意見を

頂ければありがたいと思っておりますので、条文

に載せるかどうか。条文に載せるとしたら、現状

の災害対応マニュアルでいいのかどうかというこ

とのご回答を頂ければと思います。 

○飯田議会事務局次長 この災害時の対応につい

て、ご検討いただくときのご参考までに申し上げ

たいんですけれども、こちらの「大規模災害が発

生し」となっておりますけれども、この条文は大

町市議会を参考に載せさせていただいているとこ

ろですけれども、災害だけなのかと。危機管理の

中では、テロですとか、そういったことも入って

まいります。そういったものが発生したときには

どうするかということが１点と、最後の方で、

「議会として的確かつ迅速な対応を図るものとす

る」とございますが、こちらの内容ですね、どう

いった対応をとるのかというのを考えた上で条文

に載せるなら載せるという形になろうかと思いま

すので、その辺もご検討方、お願いしたいと思い

ます。 

○森戸座長 テロはどうするかという話は。 

○飯田議会事務局次長 一般的に、危機管理とい

うものの中では、テロだとかが発生する場合もあ

るんですが、ここでは災害のみをうたっているん

ですが、場合によっては、そういったことが発生

したときはどうなんですかというようなことも、

市民の方の中には疑問を抱かれる方もいるかと思

うんです。そういった危機管理全体の中でこの条

文を考えたときに、災害だけでいいのかどうなの

か。あるいは災害だけの対応なのかというところ

が１点あるのかなと。 

○森戸座長 基本的には災害時ということで検討

をさせていただければと思うんですけれども、テ

ロまで広がってくると、いろいろと中身が、今度

は安全・安心まちづくり条例との関わりにもなっ

てくるかなと。あと、今度は細菌問題とか、いろ

いろ出てきますよね。ウイルス性の病原菌が発生

した場合はどうするかということも含めてという

ことになってくると、ちょっと大がかりですよね。

どうでしょうか。 

○鈴木議員 今、次長の指摘というのはもっとも

だとは思うんですけれども、それも含めて小金井

市議会がどう考えるかというところで考えていけ

ばいいのかなと思うんです。必要があるかないか

ということも含めて、だから、議会運営委員会で

視察した結果、大町市でアイデアを頂いたと。そ

の後、総務企画委員会で北上市と石巻市に行って

きましたけれども、通信インフラが途絶したとき

に議員独自に動けるためのマニュアルが必要とい

う考え方があったようなんです。大町市も同じだ

と思うんですけれども、そのためというふうに目

的を絞るか。そこも含めて細かいところでの検討

は必要かなと思っているんです。 

○五十嵐議員 基本的なところで、ここは災害時

ですけれども、危機管理のときもそうだと思うん

ですけれども、とりあえず災害時においては市の

対策本部を支援するという基本的な姿勢、先ほど

座長がおっしゃったように、ばらばらに動くので

はなくて、基本はまず市の対策本部を支援する立

場なんですよという基本的な姿勢と、それから

「議会として的確かつ迅速な対応」ともう一つあ

るわけなんだけれども、いずれにしても危機管理

を載せるかどうかはともかくとして、危機管理の

場合も対策本部という市が作るものを支援すると

いう基本的な姿勢が盛り込まれていればまずはい

いのかなという思いがあるんです。あと、議会と

しての対応に関しては、いろいろ課題はあるにし

ても、ここにマニュアルがとりあえずあるわけで

すよね。課題は、これは整理しなければいけない

というか、直すべきは直さなければいけないとい

うのはあったとしても、まずとりあえずあるわけ

ですよね。そういう意味では、小金井市議会とし
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ては「議会として的確かつ迅速な対応」というの

が、まずはこれで何とかクリアできるのかなと思

っていて、そこの基本的な姿勢が条例に盛り込ま

れれば、現時点で余りまとめるのに問題はないの

かなと思っているんですけれども。 

○森戸座長 次長はおもんぱかって言っていただ

いたと思いますが、テロとか、いろんな危機管理

までになってしまうと、なかなか一致しなくなる

可能性があると思うので、現状は、ここに災害対

応マニュアルがあるわけで、このことでというこ

とで、もしテロとかの対応をすべきだという、鈴

木議員もそういう感じだったんですが、もし必要

であれば、それは議会運営委員会の方で議会改革

で提案していただいてということかなと思ってい

まして、正副座長としてはテロは考えていないと

いうことで、次長はおもんぱかって言っていただ

いたと思いますので。 

○百瀬議員 確認したいんですけれども、この災

害対策本部というのは今まで作られたことがある

のかということが１点。それと、テロの場合に、

この災害対策本部にかわるような何らかの対策本

部が設置されるような条例が今の段階であるのか

どうか。その２点お願いします。 

○飯田議会事務局次長 災害対策本部につきまし

ては、過去、東日本大震災のときにも作られてい

る経過がございます。あと、そういうテロなどに

つきましても、危機管理の中に入っておりますの

で、先ほど座長の方からもございましたように、

テロですとか細菌関係の蔓延ですとか、そういっ

たことも危機管理の中に入っております。したが

って、まだ確認はしておりませんけれども、そう

いったことも含めて危機管理ということになって

おりますので、当然そういう本部が設置されるも

のと思いますが、まだ確認をしておりません。後

ほどまた確認させていただきたいと思います。 

○森戸座長 国民保護法があって、それに基づく

条例があるということだと思うんですが、それは、

日本が万一の場合の武力攻撃とか、そういうこと

だと思うんですが、それに基づいて小金井市議会

がどう対応するかというのは……。 

○宮下副座長 次長がおっしゃったことは個人的

にはすごくウエルカムなんですけれども、今まで

の議会の経緯からすると、国民保護法の議論のと

きには相当議会が意見が割れたというのがあって、

それをここに入れ込むのはかなり至難のわざでは

ないかというようなことも考えて、私的には、こ

れはパスして早いところ条例を作りたいなという

のが正直な思いです。 

○斎藤議員 この第４条、これは恐らく提案とい

うことで、このまま入るということではないんだ

と思うんですよ。と言いますのは、これは大町市

議会そのまま持ってきたのか、分かりませんけれ

ども、災害対策本部との関連というのは、実は小

金井市議会の防災マニュアルを作ったときには、

それとは別個に、それを支援するという趣旨では

ないと明記されていたはずなんです。少なくとも

それを作る過程ではそういうことだったんですよ。

おのずとこの文章は、災害時の対応という条文を

入れることには賛成なんですけれども、小金井市

の災害時のマニュアルというのはこういう形で多

分対応していないので、入れるとすれば条文を考

え直さないといけないと思います。 

○森戸座長 おっしゃるように、あくまでも市議

会は市議会としての範囲の中での取り決めだとい

うことで、この災害対応マニュアルはなっていま

す。ただ、東日本大震災を経る中で、私たちは実

体験をし、先ほども言ったような、できる限り支

援すると言ったらおかしいけれども、障害になら

ないように努力してきたということもあって、そ

れが支援すると置き換えられていると思っていた

だければと思うんですが、この言葉がまずいとい

うことであれば、ご提案をまたしていただきたい

と思うんですが、支援するということにはならな

いのか、どうなんですかね。 
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○鈴木議員 新しい提案だと受け止めています。

先ほどお話ししたのは、テロうんぬんということ

も含めて考えるべきだと。入れるべきだという話

をしているのではないので、ここは確認しておき

たいところなんです。災害時対応がこういったと

ころに関わってくる、必要だと思っています。た

だ、これは新しい提案で、今、斎藤議員が言われ

たような部分は整理が必要だと思っていて、これ

は本当は議会改革の中で新たな提案として取り組

むべきテーマだとずっと考えていたんです。まだ

提案できずにいて申し訳ないと思うんですけれど

も、そことの調整というか、整合をどう図るべき

かという問題が一つあると思うんです。ただ、今

この段階で載せたいという正副座長の提案は受け

止めたいと思っています。これは、どこの議会も

３・11東日本大震災以降、議会としての何らかの

対応が必要だという動きをしているということを

学んできたので、それは反映させたいという思い

は同じ思いでいます。 

○森戸座長 テロになったら、市議会というより

も、都と国が動くんでしょうね。ちょっとレベル

が違うかなと思うんだけれども。ただ、危機管理

どうするかということを議論しておく必要はある

と言えばあると思いますけれども、できる限り平

和にいこうということだと思うんですけれども。 

 どうしますかね。災害時対応マニュアルについ

て、議論はこの場でするか、それとも議会改革で

議会運営委員会で行っていただくかなんですが。 

○五十嵐議員 斎藤議員の意見を聞く限りにおい

ては、一度議会運営委員会で確認をする必要があ

るのかなという思いにもなるんですけれども。 

○森戸座長 条文は条文として作りながらですよ

ね。災害対策本部を支援するという……。 

○斎藤議員 ですから、そのマニュアルの中身に

なれば、それは議会運営委員会の方でやっていく

ことですけれども、現マニュアルをもって今回こ

の議会基本条例の中に入れるとすればどういう文

章を作るかというのは、この場で考える。分ける

といいのではないですかね。 

○森戸座長 そういうことであるとしたら、現状

のマニュアルでいくという中身で考えた場合に、

これでいいかどうか。条文どうするか。マニュア

ルを変えた方がいいということであれば、この議

会基本条例策定代表者会議から議会運営委員会の

方に投げ掛けておくということはあると思うんで

すよね。どういたしましょうか。 

○小林議員 これは持ち帰りですよね。なので、

各会派の意見のまとめの中でだと思うんですけれ

ども、議会基本条例の中に、あえて３・11を経験

した上で、先ほど座長が言われたような課題を受

け止めて、どう１条をここに書き込むかという、

その目的を各々しっかりと出されれば、その二択

のどっちになっていくのかというところははっき

りすると思うんです。あくまでも議会は議会とし

て、対策本部を並列にあるべきだと考えるのか。

それとも、そうはいっても非常事態のときには足

手まといにならないように、議会としては前回や

られたような対応をとっていくんだということだ

と、こういった書き方になるので、結果的にはマ

ニュアルを見直すとか、その際、要綱にしてしま

うとか、いろんな議論はあると思うんですけれど

も、内容としてはそんなにそれていないので、条

文としては、今、提案があるような条文でとりあ

えず制定に向けて進めていくんだというようなこ

ともあり得ると思うんですけれども、基本スタン

スが分かれるようであれば、もう少し議論が、集

約用紙が出てきた段階でする必要があるのかなと

思うんですけれども。 

○森戸座長 ３・11を経た上で、私たちがどう議

会としての役割を果たしていくのかということが

問われる部分もあると思うので、それらも含めて、

この文言でいいかどうかを総合的に皆さんの方で

ご意見を頂いた方がいいのかなと。その上でマニ

ュアルを見直した方がいいということであれば、
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そのご意見も意見集約の中に入れていただければ

と思いますが、いかがでしょうか。 

 それで、実は平成17年ぐらいに作ったマニュア

ル素案というのが残っているんですよね。資料以

外の部分が実はあるんです。それを皆さんにメー

ルで送って、あれはメールで送れるのか。 

○飯田議会事務局次長 ペーパーとしては確認し

ておりますが、データがあるかどうかも確認して、

ちょっとご相談させていただいてからお送りした

いと思います。 

○森戸座長 ＰＤＦでも送っていただいて、どう

いうところまでの到達段階に来たかと。これは全

会派一致には至らなかったんです。少数の反対意

見があって、全会一致にはならなかったものがあ

りますので、それをＰＤＦで送っていただければ

と思います。では、それでこの災害マニュアルも

お願いしたいと思います。 

 ちょうど12時になったんですが、切りがいいん

ですが、今、今日の課題は大体終わったんですね。

12時を過ぎたんですが、やり上げてしまいたいん

ですが、いいですか。今日、７時までという予定

だったんですが、まだやりますか。では、あと日

程を調整すれば終わりなんですが、よろしいです

か。（不規則発言あり）今、それをこれから検討

させていただければ。 

 冒頭、協議会でも申し上げたように、前文部分

は第２班にお任せしたいと思います。第１班から

若干意見がいろいろ出ているところもありますよ

ね。それは第１班の作業部会のものを渡していた

だいて、確か第１班は頂いているんですよね。

（不規則発言あり）では、第２班の方でご検討い

ただければと思いますが、よろしいでしょうか。

第２班だけではなくて、もし入りたい、私も入っ

て検討したいという方がいらっしゃったら、どう

でしょうか。いいというふうにしますか。 

○白井議員 前文の協議をして、かなり時間がた

っていますので、そもそも一旦保留になったとき

の論点といいますか、その辺をできれば整理をど

なたかがしていただければと思うんですが。 

○森戸座長 前文の。 

○白井議員 前文です。 

○森戸座長 前文のまとめですね。去年やった、

１年前のものですね。それは議会基本条例策定代

表者会議の結果報告書を見ていただければ、１年

前の、多分出ていますよね。ただ、文章が長いと

か、いろいろ意見があったんですよ。（「合議体

であると外せとかもあった」と呼ぶ者あり）合議

体を外すべきだとか、いろんな議論があったので、

事務局の方で出せますかね。（不規則発言あり）

では、それでもう一度送ってもらうという、第２

班のメンバーの方ですね。 

 第２班のメンバーに入りたいという方、いらっ

しゃいますか。どうでしょうか。第２班でいいで

すか。この作業は９月いっぱいぐらいまでに、ど

うでしょうか。（「定例会」と呼ぶ者あり）では、

10月いっぱいぐらい。スケジュールとの関係で言

えば、でも10月いっぱいぐらいかかりますよね。 

 ちょっと休憩します。 

午後０時05分休憩 

                  

午後０時20分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 それでは、今後の日程でありますが、９月19日

の予備日に議会基本条例策定代表者会議を１日入

れております。その後、10月６日の午前10時から

午後５時、10月29日の午前10時から午後５時、11

月５日の午前10時から午後５時、それから11月19

日の午前10時から午後５時、以上を今後の日程と

して入れさせていただきますが、よろしいでしょ

うか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 それで、今日、持ち帰りの事項につ

いては、いつまでにあれですかね。 

○飯田議会事務局次長 ９月19日が次回の会議に
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なっておりますので、その１週間前厳守でお願い

したいと思います。 

○森戸座長 ということなので、９月12日が議会

基本条例の持ち帰り事項の回答日でありますので、

よろしくお願いします。 

 次回は、自民党や生活者ネットワークにお持ち

帰りいただいている全員協議会などの部分があり

ます。そこを含めて議論をさせていただきますの

で、よろしくお願いします。 

 皆さんの方からほかにありますか。よろしいで

すか。 

 それでは、本日はこれをもちまして議会基本条

例策定代表者会議を終了いたします。お疲れさま

でした。 

午後０時22分閉会 


